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（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の

よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

一

（
略
）

一

（
略
）

二

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
６
の
１
の
注
１
⑶
及
び
第
９
の
１
の
注
１
⑶

二

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
６
の
１
の
注
１
⑶
及
び
第

の
１
の
注
１
⑶

10

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

（
略
）

（
略
）

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

五
の
二

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
６
の
３
の
２
の
注
２
及
び
注
３
、
第
７

五
の
二

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
６
の
３
の
２
の
注
２
及
び
第
７
の
２
の

の
２
の
３
の
注
並
び
に
第

の
１
の
７
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

３
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

15

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
及
び
基
準
該
当
通
所
支
援
に
要
す

別
表
第
一
に
掲
げ
る
状
態
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

百
二
十
二
号
）
別
表
障
害
児
通
所
給
付
費
等
単
位
数
表
第
１
の
１
の
表
（
以

下
「
ス
コ
ア
表
」
と
い
う
。
）
の
項
目
の
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
医
療
行

為
を
必
要
と
す
る
状
態
で
あ
る
者

五
の
三

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
７
の
１
の
注
４
の
２
及
び
注
４
の
３
の

五
の
三

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
７
の
１
の
注
４
の
２
及
び
注
４
の
３
の

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

ス
コ
ア
表
の
項
目
の
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
医
療
行
為
を
必
要
と
す
る

別
表
第
一
に
掲
げ
る
状
態
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
障
害
支
援
区

状
態
で
あ
り
、
か
つ
、
障
害
支
援
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査

分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令

及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
五

（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
号
。
以
下
「
区
分
省
令
」
と
い
う
。

号
。
以
下
「
区
分
省
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
一
（

）
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
一
（
第
五
号
の
四
に
お
い
て
「
区
分
一
」

第
五
号
の
四
に
お
い
て
「
区
分
一
」
と
い
う
。
）
以
上
に
該
当
す
る
者

と
い
う
。
）
以
上
に
該
当
す
る
者

五
の
四

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
７
の
１
の
注
４
の
４
及
び
注
４
の
５
の

五
の
四

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
７
の
１
の
注
４
の
４
及
び
注
４
の
５
の

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

ス
コ
ア
表
の
項
目
の
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
医
療
行
為
を
必
要
と
す
る

別
表
第
一
に
掲
げ
る
状
態
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
障
害
児
に
係

状
態
で
あ
り
、
か
つ
、
障
害
児
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
区
分
（
平

る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
区
分
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百

成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
七
十
二
号
）
第
二
号
に
規
定
す
る
区
分

七
十
二
号
）
第
二
号
に
規
定
す
る
区
分
一
（
次
号
に
お
い
て
「
障
害
児
支
援

一
（
次
号
に
お
い
て
「
障
害
児
支
援
区
分
一
」
と
い
う
。
）
以
上
に
該
当
す

区
分
一
」
と
い
う
。
）
以
上
に
該
当
す
る
者

る
者

五
の
五

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
７
の
１
の
注
５
、
注
６
、
注
８
、
注
９

（
新
設
）
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、
注

及
び
注

、
第
７
の
５
の
注
６
並
び
に
第
８
の
２
の
３
の
注
８
の
厚

11

12

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

障
害
児
で
あ
っ
て
、
ス
コ
ア
表
の
項
目
の
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
医
療

行
為
を
必
要
と
す
る
状
態
で
あ
り
、
ス
コ
ア
表
の
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
係
る

基
本
ス
コ
ア
及
び
見
守
り
ス
コ
ア
を
合
算
し
、
十
六
点
以
上
で
あ
る
者

五
の
六

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
７
の
１
の
注

の
４
及
び
注

の
５
の

五
の
五

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
７
の
１
の
注

の
４
及
び
注

の
５
の

13

13

13

13

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

ス
コ
ア
表
の
項
目
の
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
医
療
行
為
を
必
要
と
す
る

別
表
第
一
に
掲
げ
る
状
態
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
区
分
一
又
は

状
態
で
あ
り
、
か
つ
、
区
分
一
又
は
障
害
児
支
援
区
分
一
以
上
に
該
当
す
る

障
害
児
支
援
区
分
一
以
上
に
該
当
す
る
者

者
五
の
七

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
７
の
５
の
注
４
及
び
注
５
、
第
８
の
２

（
新
設
）

の
３
の
注
６
、
注
７
及
び
注

、
第

の
４
の
２
の
注
４
、
第

の

の
注

14

11

12

11

４
、
第

の

の
注
４
、
第

の

の
注
４
並
び
に
第

の
７
の
注
４
の
厚

13

10

14

10

15

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

ス
コ
ア
表
の
項
目
の
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
医
療
行
為
を
必
要
と
す
る

状
態
で
あ
る
者
又
は
医
師
意
見
書
に
よ
り
医
療
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
者

六

（
略
）

六

（
略
）

七

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
７
の

の
注
１
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

七

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
７
の

の
注
１
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

11

11

者

者

別
表
の
い
ず
れ
か
の
項
目
に
規
定
す
る
状
態
が
六
か
月
以
上
継
続
す
る
場

運
動
機
能
が
座
位
ま
で
で
あ
っ
て
、
別
表
第
二
の
各
項
目
に
規
定
す
る
状

合
に
、
別
表
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
コ
ア
を
合
算
し
、
二
十
五
点
以
上
で
あ
る
者

態
が
六
か
月
以
上
継
続
す
る
場
合
に
、
別
表
第
二
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
コ
ア
を

合
算
し
、
十
点
以
上
で
あ
る
者

七
の
二

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
７
の

の
注
２
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定

（
新
設
）

11

め
る
者

別
表
の
い
ず
れ
か
の
項
目
に
規
定
す
る
状
態
が
六
か
月
以
上
継
続
す
る
場

合
に
、
別
表
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
コ
ア
を
合
算
し
、
十
点
以
上
で
あ
る
者

八

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
７
の

の
注
３
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

八

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
７
の

の
注
２
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

11

11

者

者

（
略
）

（
略
）

九
・
十

（
略
）

九
・
十

（
略
）


